
タ
ン
ザ
ニ
ア
と
の
青
年
海
外
協
力
隊
派
遣
取
極
の
改
正
取
極

一
五
九
三

◎
日
本
青
年
海
外
協
力
隊
の
派
遣
取
極
の
一
部
改
正
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

　

タ
ン
ザ
ニ
ア
連
合
共
和
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文

　
（
略
称
）
タ
ン
ザ
ニ
ア
と
の
青
年
海
外
協
力
隊
派
遣
取
極
の
改
正
取
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
八
年　

三
月　

三
十
日　

ダ
ル
エ
ス
サ
ラ
ー
ム
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
八
年　

三
月　

三
十
日　

効
力
発
生

　
　

目　
　
　

次　

�

ペ
ー
ジ 　

日
本
側
書
簡��

�

一
五
九
五　
　
　

　

１　

国
名
の
改
正��

�

一
五
九
五　
　
　

　

２　

１
の
改
正��

�

一
五
九
五　
　
　

　

３　

２
の
改
正��

�

一
五
九
五　
　
　

　

４　

３
（1）
の
改
正��

�

一
五
九
六　
　
　

　

５　

４
を
５
と
す
る
番
号
の
修
正
及
び
新
た
な
４
の
追
加��

�

一
五
九
六　
　
　

タ
ン
ザ
ニ
ア
側
書
簡��

�

一
五
九
七　
　
　



タ
ン
ザ
ニ
ア
と
の
青
年
海
外
協
力
隊
派
遣
取
極
の
改
正
取
極

一
五
九
五

日
本
側
書

簡１
の
改
正

２
の
改
正

国
名
の
改

正



タ
ン
ザ
ニ
ア
と
の
青
年
海
外
協
力
隊
派
遣
取
極
の
改
正
取
極

一
五
九
六

３
（１）
の
改

正４
を
５
と

す
る
番
号

の
修
正
及

び
新
た
な

４
の
追
加



タ
ン
ザ
ニ
ア
と
の
青
年
海
外
協
力
隊
派
遣
取
極
の
改
正
取
極

一
五
九
七

タ
ン
ザ
ニ

ア
側
書
簡



タ
ン
ザ
ニ
ア
と
の
青
年
海
外
協
力
隊
派
遣
取
極
の
改
正
取
極

一
五
九
八

（
参
考
）

　

こ
の
取
極
は
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
と
の
青
年
海
外
協
力
隊
派
遣
取
極
（
昭
和
四
十
一
年
二
国
間
条
約
集
及
び
条
約
集

第
一
六
七
九
号
参
照
）
を
一
部
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。


